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カーボンニュートラル社会におけるヘルスケアシステムの設計と転換策の提案のための研究 
 

研究代表者 南齋 規介 国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所 資源循環領域 領域⻑ 
 

研究要旨 
 医療・介護・保健衛⽣のヘルスケア需要がサプライチェーンを通じて誘発する GHG 排出量の
定量化を固定資本形成を含む包括的評価へと拡張することを⽬的とし、固定資本形成⾏列を内
⽣化した産業連関モデルを前年度に構築した。本年度は，当該モデルを⽤いてヘルスケアのサ
プライチェーンにおいて脱炭素化対策の介⼊ポイントとなる項⽬別に GHG 排出量を算定する⽅
法論の開発を⾏なった。具体的には，英国保健サービス（NHS）のカーボンニュートラル戦略
で⽰された脱炭素化オプションを参考に 27 個の介⼊ポイントをサプライチェーン内に定義し
た。そして，産業連関モデルの投⼊係数⾏列内に各介⼊ポイントに該当する要素を定め，それら
をブロックと規定した。新たな構造分解分析⼿法により，サプライチェーンは 27 のブロック、
ヘルスケアに関連する固定資本形成に対応する要素のブロックおよびその他のブロックに分解さ
れ、各ブロックが誘引する GHG 排出量の算定を可能とした。 
 更に，前年度で定量した介護サービス由来のカーボンフットプリントの削減策をより詳細に
検討すべく、同フットプリントを対象とする構造経路分析を実施した。その結果、介護サービス
を需要する現地で直接排出される GHG 以上に、そのサプライチェーンで消費される電⼒によっ
て間接的に排出される GHG が⼤きくなることを確認した。さらに、現時点での⾼齢者における
要⽀援・要介護者の割合と死亡率別⼈⼝動態推計を利⽤して、今後の介護カーボンフットプリン
トを⾒通すと、2050年までに 2019年⽐で 47±12% (5.9±1.7 MtCO2eq) 増加すると⾒込まれ
た。したがって、結果から重要性が⽰唆された介護施設における低炭素電源の導⼊とともに、カ
ーボンフットプリントの⼩さい介護予防策の促進が、カーボンニュートラル社会における介護
実施の鍵と考えられる。 
 また，市区町村別のヘルスケア関連およびその他の消費に伴うサプライチェーン全体での将
来の GHG 排出量を推計した。その結果､都市部では⼈⼝の増加によって GHG 排出量はある程
度増加する⾃治体もある⼀⽅で､過疎地域では⼤きく減少することが明らかになった｡ 
 
研究分担者⽒名・所属研究機関名及 
 び所属研究機関における職名 
・重富陽介・⽴命館⼤学・理⼯学部・ 
准教授 
・⾦本圭⼀朗・東北⼤学・環境科学研究
科・准教授 
 
Ａ．研究⽬的 
 ⽇本は超⾼齢化社会を背景とした医療、
保健、介護等のヘルスケア需要の増加が⾒
込まれる⼀⽅で、ヘルスケア⾃⾝の環境的
持続可能性を⾼めることが求められる。⽇
本のヘルスケア需要はそのサプライチェー
ンを通じて年間 6250 万トン（2011 年値）

の温室効果ガス（GHG）の排出を誘発し、
総 GHG 排出量の約 5％を占める。 
 確実な需要増加を⾒込むヘルスケアの脱
炭素化は不可⽋であるが、⽇本が宣⾔した
「2050年カーボンニュートラル」と整合的
に実現するには、30年余りの期間でこれを
急速に展開する必要がある。ヘルスケアの
脱炭素化対策には需要側（例、患者や要介
護者の減少）と供給側（例、再⽣可能エネ
ルギー導⼊、機器等の⻑期使⽤）のオプシ
ョンが考えられるが、どのオプションにど
の程度の GHG 削減効果があるかは未解明
であり、脱炭素化に向けた需要側と供給側
の対策の最適な組み合わせと導⼊量の究明
ができない。このヘルスケアの脱炭素オプ
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ションに関する科学的知⾒の⽋如は、保健
⾏政や医療機関等による戦略的な脱炭素計
画の⽴案と実践を阻害し、ヘルスケアがカ
ーボンニュートラル社会に適合できないリ
スクを⽣む。 
 今⽇、世界のヘルスケア需要による GHG
排出量は 24 億トンと推計され、英国、⽶
国、豪州、中国などの国別推計もサプライ
チェーンモデルを⽤いて⾏われている。⼀
⽅、MRI や CTを含む医療検査機器の使⽤
に伴う GHG 排出量も算定され、ヘルスケ
アと GHG 排出との関係が巨視的微視的の
両視点から明らかになりつつある。しか
し、ヘルスケアとカーボンニュートラル社
会との整合性については国内外で未検討で
ある。そこで本研究では、⽇本のヘルスケ
アのサプライチェーンに脱炭素技術オプシ
ョンを組み込む GHG 排出算定モデルを独
⾃に開発し、ヘルスケアのカーボンニュー
トラル化を達成するための需要側と供給側
対策の排出削減効果とその導⼊量を定量化
することを⽬的とする。 
 
Ｂ．研究⽅法 
ヘルスケアサービスに関するカーボンフッ
トプリントのブロック別分解⼿法の開発 
 前年度は、医療・介護・保健衛⽣のヘル
スケア需要がサプライチェーンを通じて誘
発する GHG 排出量の定量化を固定資本形
成を含む包括的評価へと拡張することを⽬
的とし、固定資本形成⾏列を内⽣化した産
業連関モデルを構築した。本年度は、ヘル
スケアのサプライチェーンにおいて脱炭素
化対策の介⼊ポイントとなる項⽬別に GHG
排出量を算定する⽅法論の開発を⾏なっ
た。具体的には，英国保健サービス
（NHS）のカーボンニュートラル戦略で⽰
された脱炭素化オプションを参考に 27 個の
介⼊ポイントをサプライチェーン内に定義
した。そして，産業連関モデルの投⼊係数
⾏列内に各介⼊ポイントに該当する要素を
定め，それらをブロックと規定した。これ
により，サプライチェーンは 27 のブロッ
ク、ヘルスケアに関連する固定資本形成に
対応する要素のブロックおよびその他のブ

ロックに分解され、各ブロックが誘引する
GHG 排出量を算定した。 
 本報告では⼿法の概要を説明するため
に、ヘルスケアの２７ブロックを１ブロッ
クにまとめ、3ブロック（B1: ヘルスケア、
B2: 固定資本形成、B3: その他）に簡略化し
た例を⽤いる。それぞれのサプライチェー
ンのブロックが誘発する排出量は以下のよ
うに表現される。 
 

𝒅𝐋𝒇	 = 	 (𝒅! + 𝒅" + 𝒅#)𝐋#𝐋"𝐋!𝒇	
= 𝒅!𝒇 + 𝒅"𝒇 + 𝒅#𝒇 + ∑ P$!%"&,( = P+! + P+" + P+#

  (1) 
 
ただし、𝑑)：各ブロックに対応する GHG
直接排出係数、L)：各ブロックのレオンチ
ェフ逆⾏列、𝑓：ヘルスケア部⾨の最終需要
ベクトル、P+)：各ブロックの GHG 排出に対
する寄与を⽰す。 
 従来⼿法では、3 つのサプライチェーンブ
ロックをランダムにL)へ並び替えてP)を計算
し、全通りの平均値をP+)として各ブロックの
寄与を算定する。 
  
P! =	𝒅!𝒇 + P$#%# + P$$%# + P$%%# (2) 
P" =	𝒅"𝒇 + P$#%$# + P$$%$# + P$%%$# (3) 
P# =	𝒅#𝒇 + P$#%%$# + P$$%%$# + P$%%%$# (4) 
 
ただし，L)*はL* を経由した後のL)の波及効
果, L)*+はL+およびL*を経由した後のL)の波
及効果を意味する。 
 
 この従来⼿法は、B1, B2, B3が等価に評
価されるため，介⼊ポイントである B1 によ
る誘発排出量を定量したい場合でも，サプ
ライチェーンに B3（その他）が登場する
と，それ以降に⽣じる排出量は B3の効果と
して帰属してしまう。本研究では，B1 によ
る⼀連の排出量を B3を経由する排出量を含
めて算定するため， B3が 2次以降のサプラ
イチェーンブロック（ここではL"または
L#）に含まれる場合、B3の波及効果の帰属
先を 1つ前のブロックに遡って割り当て直
すことでこの問題を修正した。例えば、B3
がL"に含まれる場合、B3の波及効果は以下
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のようにP!に帰属させる再帰的帰属処理を
導⼊した。 
 
P! =	𝒅!𝒇 + P$#%# + P$$%$ + P$%%# + P$#%$# +
P$$%$# + P$%%$#    (5) 
P" =	𝒅"𝒇    (6) 
P# =	𝒅#𝒇 + P$#%%$# + P$$%%$# + P$%%%$# (7) 
 
 
 加えて、本モデルでは排出係数ベクトル
𝑑)もブロック構造に分解しており、同じL)に
対して異なる排出係数のブロックが誘発す
る排出P$&%'が存在する。従来法はこれをす
べてL)を経由して発⽣する排出としていた
が、排出P$&%"を𝑑+とL)の効果に分配するた
め研究は以下の係数補正を導⼊した。 
 まず、排出係数の差に基づく補正項を以
下の通り定義した。𝑖 = 1の場合を例にする
と、 
 
∆𝑑!" =	P$$%# − P$#%#   (8) 
 
さらに、補正項をそれぞれの排出量P$&%'の
⼤きさに基づいて寄与を再配分した。 
 
∆𝑑!",(!) =	∆𝑑!"

.(#)#
.(#)#/.($)#

  (9) 

∆𝑑!",(") =	∆𝑑!"
.($)#

.(#)#/.($)#
  (10) 

 
 
このように計算される∆𝑑!",(!)をP!への帰
属、∆𝑑!",(")をP"への帰属とする。同様の補
正を各ブロック間に適⽤することで、排出
係数の際を考慮した再配分を実施した。 
 以上から最終的な分解式は、B3がL!に含
まれる場合を例にすると、 
 
P′! =	𝒅!𝒇 + 𝑃$#%# + 𝑃$$%# − ∆𝑑!",(") + 𝑃$%%# −
∆𝑑!#,(#) + ∆𝑑"!,(!) + ∆𝑑#!,(!)  (11) 

P′" =	𝒅"𝒇 + P$#%$# − ∆𝑑"!,(!) + P$$%$# +
P$%%$# − ∆𝑑"#,(#) + ∆𝑑!",(") + ∆𝑑#",(") (12) 

P′# =	𝒅#𝒇 + P$#%%$# − ∆𝑑#!,(!) + P$$%%$# −
∆𝑑#",(") + P$%%%$# + ∆𝑑!#,(#) + ∆𝑑"#,(#) (13) 
 
となる。 
 

⾃治体別のヘルスケア関連需要に伴うカー
ボンフットプリントの算定 
 ヘルスケア関連の需要は､⽇本全体で均⼀
ではなく､市区町村によって実態は⼤きく異
なる可能性が⾼い｡そこで､市区町村別の家
計消費データを整理し、世帯特性とヘルス
ケア需要の種類と消費額との関係を昨年度
から分析してきた。具体的には､全国消費実
態調査 (NSFIE) の世帯の消費データと居住
地データと世界多地域間産業連関モデル等
から､市区町村別のヘルスケア関連の GHG
排出量の推計を昨年度までに実施した｡本年
度は､市区町村別の⼈⼝の推移から､GHG 排
出量の推移を推計した｡ただし､⾼齢者の消
費パターン (例えば､ヘルスケア関連の消費
量の増加など) などは､まだ反映できておら
ず､来年度の課題とする｡ 
 消費項⽬𝑗	の家庭ℎ	、市区町村𝑘	の GHG
排出量 𝐹	は、排出係数 (𝑓	)、サプライチェ
ーンの構造情報 (𝐿	)、消費額 (𝑦	) を下記の
ように推計した。 
 

𝐹*0+ = 𝑓)𝐿)*𝑦*0
+,12345  (14) 

 
ここから、世帯⼈数𝑚	、⼈⼝𝑃	､年𝑡	を⽤い
て、市区町村別のヘルスケア関連の GHG
排出量を下記のように推計した。 
 

𝐹*+( =
∑ 3*+

&,
+

∑ 7+
,
+

𝑃+(   (15) 
 
ここで、nは世帯数である。この式は、ま
ず、全国消費実態調査のサンプル世帯から⼀
⼈あたりのヘルスケア関連の GHG 排出量
を推計する。そのうえで、それを世帯⼈数
で割って、市区町村別の⼀⼈あたりの GHG
排出量を推計する。最後に、それと市区町
村別の将来および現在の⼈⼝をかけ合わせ
て、市区町村別のヘルスケア関連の GHG
排出量を推計した。市区町村別の将来⼈⼝
データは､国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の
⽇本の地域別将来推計⼈⼝を⽤いて､2050
年までの全体の GHG 排出量およびヘルス
ケア関連の GHG 排出量を推計した｡ 
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介護サービス需要に由来するカーボンフッ
トプリントのサプライチェーン波及構造の
同定と将来推計 

前年で解析した介護サービス需要由来の
CFに対する抑制策をより深く検討するため
に、環境産業連関分析における構造経路分
析を利⽤した。これは、ある最終需要が誘
引した環境フットプリントが、そのサプラ
イチェーンの中でどのように波及して⽣じ
たかについて解析する⼿法である。これに
より、介護需要によって直接・間接的に⽣
じる GHG 排出量を抑制する上で⾒直しが
重要なサプライチェーン (産業部⾨) を⾒出
すことが可能となる。 
 次に、2050 年までの⼈⼝動態の推移に伴
う介護需要の増加によって⽣じうる、介護
サービス由来の GHG 排出量の推計を、前年
度に得られた結果と国⽴社会保障・⼈⼝問
題研究所 (以下、社⼈研) が公表する将来⼈
⼝動態推計をもとに⾏った。推計には、現
時点で取得できる最新年の 2019 年における
65歳以上の年齢別要⽀援・要介護者割合が
2050 年まで⼀定と仮定し、同割合の値と
2050 年までの 5 年おきの 65歳以上⼈⼝に
乗じることで、各年の要⽀援・要介護者を
推計した。また、要⽀援・要介護レベルの
分布についても、2019 年から変化しない場
合を想定した。⼀⽅で、将来⼈⼝について
は、社⼈研が出⽣率と死亡率に応じたシナ
リオ別の数値を公表していることから、死
亡率の中位を基本としつつ、⾼位と低位を
それぞれ上限と下限として GHG 排出量の不
確実性を求めた。 
 介護サービス以外の GHG 排出量について
は、2019 年の世帯数と社⼈研が公表する
2050 年までの世帯数から変化率を⽤いて推
計した。したがって、ここでの GHG 排出量
の推計値は、技術やサプライチェーン構造
が変化せず、⼈⼝動態とそれに応じた各要
介護度の介護者の増減によって⽣じる GHG
排出量への影響である点に留意する必要が
ある。 
（倫理⾯への配慮） 
倫理審査に該当しない。 
 
Ｃ．研究結果 

ヘルスケアサービスに関するカーボンフッ
トプリントのブロック別分解⼿法の開発 
 従来分解法および本年度に導⼊した改善
⼿法に基づいて算出されたヘルスケアサー
ビス需要が誘発する GHG 排出量（カーボ
ンフットプリント）を、3 つのブロック
（B1: ヘルスケア、B2: 固定資本形成、B3: 
その他）に分解して⽐較した（図１）。従来
分解法では B3: その他ブロックの波及効果
を含め⼀律で平均化した値を各ブロックの
波及効果として帰属させていた。その結
果、B1: ヘルスケアの排出量は
27MtCO2eq、B2: 固定資本形成の排出量は
15MtCO2eq、 B3: その他の排出量は
30MtCO2eqとなり、その他のサプライチェ
ーンの影響を過⼤解釈してしまう傾向があ
った。 
 ⼀⽅、本年度より導⼊した再帰的帰属処
理（図１の灰⾊のバー）により、B3: その他
が 2次以降のサプライチェーンに属する場
合の波及効果が B1: ヘルスケア、B2: 固定資
本形成に帰属されることで、B3: その他の排
出量は 9.8MtCO2eq まで減少している。B1: 
ヘルスケア、B2: 固定資本形成の排出量はそ
れぞれ 45MtCO2eq、18MtCO2eqとなって
いる。さらに、排出係数	𝑑のブロック差に
基づく補正処理（∆𝑑の再配分）を⾏った結
果（図１の⿊⾊のバー）、B1: ヘルスケアの
排出量は 49MtCO2eq、B2: 固定資本形成の
排出量は 15MtCO2eq、 B3: その他の排出量
は 8.5MtCO2eqとなった。特に、固定資本
形成においては、排出係数を 0としている
ため∆𝑑の配分対象外となり、B2: 固定資本
形成への帰属が⼩さくなるよう補正され
る。この補正を⾏わない場合、固定資本形
成の影響が過⼤に評価される懸念があり、
今回の処理によりそのリスクが回避され
た。 
 再配分と補正の両⽅を⾏うことにより、
元来は B2やB3に割り当てられていた排出
量の⼀部が、排出係数の構造に応じて B1: 
ヘルスケアへ帰属し直される。これは、
GHG 排出のサプライチェーン要因をより忠
実に追跡した結果として解釈できる。 
 ヘルスケアサービスを医療（図２），保健
衛⽣（図３），介護別（図４）に⾒た場合で
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も本分解⼿法は同様の分解傾向が確認され
た。 
  
 

   
図 1 ⽇本のヘルスケアサービス全体に関
するカーボンフットプリントのブロック構
造分解⼿法の⽐較（2015年） 
 
 

 
図２ ⽇本の医療サービス全体に関するカ
ーボンフットプリントのブロック構造分解
⼿法の⽐較（2015年） 
 
 

 
図３ ⽇本の保健衛⽣サービス全体に関す
るカーボンフットプリントのブロック構造
分解⼿法の⽐較（2015年） 
 
 

 
図４ ⽇本の介護サービス全体に関するカ
ーボンフットプリントのブロック構造分解
⼿法の⽐較（2015年） 
 
将来の地⽅⾃治体レベルで⾒たヘルスケア
関連⽀出のカーボンフットプリント 
 市区町村別のすべての GHG 排出量とヘ
ルスケア関連の GHG 排出量を推計した。
ヘルスケア関連の消費項⽬としては、コン
タクトレンズ、出産⼊院料、⻭科治療代、
健康保持⽤摂取品、保健⽤消耗品、医科診
療代、医薬品、介護サービス、整⾻治療
代、他の⼊院料、他の保険サービス、他の
保健医療⽤品・器具、⼤⼈⽤紙おむつ、眼
鏡を対象に計算した。 
 市区町村別のヘルスケア関連の GHG 排
出量の分析の結果､都市部では⼈⼝の増加に
よって GHG 排出量はある程度増加する⼀
⽅で､過疎地域では⼤きく減少することが明
らかになった｡例えば､北海道札幌市中央区
の将来の GHG 排出量の推移を図 5に⽰す｡
また､同じく北海道⼩樽市の将来の GHG 排
出量の推移を図 6に⽰す｡⼩樽市であって
も､⼈⼝の減少によって､⼤きく GHG 排出
量が減少する可能性が⾼いことが明らかに
なった｡ 
 ただし､⼈⼝の⾼齢化によって必要となる
財やサービスも異なるため､その反映を来年
度に実施する｡ 
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図 5  北海道札幌市中央区の GHG 排出量の
推移 
 

 
図 6  北海道⼩樽市の GHG 排出量の推移 
 
 
要介護度別の介護サービス需要由来カーボ
ンフットプリント 
 初めに、前年度に算定した要⽀援 1、 2
および要介護 1-5 までの 1 ⼈あたり平均介
護サービス由来カーボンフットプリント (年
間) の計算に誤りがあったため、修正した結
果を図 7 に⽰す。修正の結果、最も⼤きな
同カーボンフットプリントは要介護度 4で
⾒られるようになり、最も⼩さい要⽀援度
1 のフットプリントと⽐較して 21倍の差と
なった (修正前は要介護度 5と要⽀援度 1 の
差が最⼤で、38 倍)。ただし、要介護度の重
みに応じてカーボンフットプリントが⼤き
くなる傾向は概ね変化がなく、その要因と
して特に施設サービスの利⽤の違いによる
影響が強いことも同様であったため、今回
の修正は昨年度の報告書で述べた結論には
影響しない。 
 

 
図 7 要⽀援・要介護度の段階別に⾒た 1
⼈あたり介護サービス需要由来における
平均カーボンフットプリント構造の差異 
(修正版) 
 
次に、構造経路分析の結果について記

す。図 8に、介護施設需要由来の CFとそれ
以外の介護サービス需要由来の CFにおけ
る、第５次段階までの波及効果をそれぞれ
⽰す。第 0 次は最終需要が⽣じる地点で発
⽣する GHG を表し、第 1次はその需要を
満たすために必要となる中間財の投⼊時に
発⽣する GHG を表す。すなわち、第 n次
は第 n-1次の需要を満たすために必要とな
る中間財の投⼊時に発⽣する GHG とな
る。解析の結果、介護施設需要由来の CF
とそれ以外の介護サービス需要由来の CF
のいずれも最⼤の発⽣源は電⼒となり、そ
れぞれ CF全体の 37、38%を占めた。 

この結果は、これらの需要を満たすため
に間接的に必要となる電⼒による GHG 排
出量が⼤きいため、再⽣可能エネルギーの
促進等による排出係数の低減が重要である
ことを⽰唆している。また、電⼒の第 1次
がこのうちの半分以上を占めることから、
介護施設における再エネ化を図ることで、
全体の排出量の 2割近くを減少させること
が可能であると考えられる。最終需要に伴
う直接排出は介護施設由来が 32%、それ以
外のサービス由来が 24%のシェアとなって
いることからも、低炭素電⼒の普及が介護
サービス需要の増加に伴う GHG 排出の上
昇に不可⽋であると⾔える。 
  
(a) 施設サービス 
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(b) 施設サービス以外 

 
図 8 介護 CFを構成するサプライチェー
ンにおける排出量上位 10 部⾨。横軸の
layerはサプライチェーンの次数を表す。
例えば、(a)における第 0 次は施設サービ
スにおける化⽯燃料の直接燃焼による排
出量を指す。 

  
最後に、2019年から 2050年までの⼈⼝
動態が介護 CFに及ぼす影響の解析結果を
図 9に⽰す。急速に進む⾼齢⼈⼝の増加に
伴い、2040年頃まで CFも上昇していき、
その後は逓増していくと考えられる。2050
年には 2019年から 5.9±1.6 Mt-CO2eqの
増加となる⾒込みであり、医療の進展等に
よる死亡率の低下が進めば約 20 Mt-CO2eq
に⾄る可能性がある。要介護度ごとの CF
の変化率については、要介護度が上がるに
つれて不確実性も⼤きくなる。 
 
(a) 総排出量 

(b) 要介護度別・変化率 
 

 
 
図 9 2019年から 2050年における要⽀
援・要介護者⼈⼝の変化に着⽬した介護
CFの推計値。(a) は総排出量の変化量、
(b) はその内訳を変化率で表している。 

 
Ｄ．考察 
 ヘルスケアのサプライチェーンを経由し
た GHG 排出量を脱炭素オプションに相当
するサプライチェーンのブロック別に算定
する⼿法を開発した。本⼿法は従来⼿法と
⽐較して，ブロック⾏列分解の帰属修正お
よび排出係数補正⼿法が、着⽬する構造的
要素（各サプライチェーン）の影響をより
合理的かつ網羅的に捉える改良と考えられ
る。今回は 27 の脱炭素の介⼊ポイントを⼀
つにまとめ，固定資本形成とその他の 3ブ
ロックによる実証結果を⽰したが、27 ブロ
ック版へ拡張することで、各介⼊ポイント
別の排出量が同定され，ヘルスケアの脱炭
素化策の検討を潜在的排出量を理解した上
で実施することが可能になる。 
⼀⽅、前年度に算定した⼀⼈あたり要介

護度別介護 CFについては、最も重症な要
介護度 5ではなく、要介護度 4の⼈々にお
ける⼀⼈あたり CFが最⼤となった。これ
は、要介護を必要とする理由に応じて平均
的に必要となるサービスの差異によるもの
であると⾔える。具体的には、要介護度 4
は施設サービス由来の CFが全要介護度の
中で最⼤であることが特徴的であった。た
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だし、⼿法の限界上、GHG 排出原単位は要
介護度によらず⼀定としている。したがっ
て、施設サービスに加えて在宅サービス由
来の CFも全体の内訳の中で割合が⼤きい
が、要介護度ごとにこれらのサービス内容
が⼤きく異なる場合は、同 CF推計の誤差
が⼤きい可能性が⽣じる。この点の検証に
ついては、次年度以降の課題としたい。 
次に、介護サービス需要由来 CFの構造

経路分析からは、介護に関わるどのサプラ
イチェーンにおいて優先的に対策を採るべ
きかが明らかとなった。具体的には、介護
サービスのサプライチェーンで消費される
電⼒によって間接的に排出される GHG
は、同サービスを需要する現地で直接排出
される GHG 以上に⼤きいことを確認し
た。この傾向は、先⾏研究で指摘されてい
る医療サービス全体のカーボンフットプリ
ントと同様であり、介護においても低炭素
電源の導⼊が重要であることを⽰唆してい
る。 
 最後に、今後の⾼齢化は介護サービス需
要にも影響を及ぼし、現時点で⾒込まれる
⼈⼝動態の推移により介護サービス需要由
来の CFは増加すると考えられる。本研究
の推計によれば、2050年には 2019年⽐で
47±12%増加することが⽰唆され、この排
出増加量は現在の京都市全体の GHG 排出
量に相当する。したがって、今後は増加が
⾒込まれる介護サービス需要およびそれが
誘発する GHG 排出量の削減に向けて、介
護施設をはじめとする低炭素電源の普及
と、需要そのものを望ましい⽅向で下げる
介護予防の実施がますます重要になると考
えられる。介護予防による GHG 排出量の
削減効果については、現時点で先⾏研究が
⾒当たらないので、次年度以降に⼿法等に
ついて検討していきたい。 
  
Ｅ．結論 
 ヘルスケアのサプライチェーンを経由し
た GHG 排出量を脱炭素オプションに相当
するサプライチェーンのブロック別に算定
する⼿法を開発した。  
 また本年度では、⾼齢化が進む我が国に
おいて、現状の要⽀援・要介護認定者の分

布が今後も維持された場合の介護サービス
需要由来のカーボンフットプリントを推計
した。その結果、2050年には現時点の約
1.5倍増加することが⽰されたことから、そ
の抑制がカーボンニュートラル社会におい
て重要となる。また、ここで報告した結果
については、昨年度に同定した要⽀援・要
介護認定者のいる世帯の介護由来およびそ
れ以外の需要も含むカーボンフットプリン
ト構造と合わせて国際総合誌に投稿し、査
読対応中である。最終年度では、成果発信
とともに、介護予防を中⼼とする施策の効
果をさらに検討していくことを⽬標とす
る。 
 
Ｆ．健康危険情報 
なし 
 
Ｇ．研究発表 
1.  論⽂発表 
なし 
2.  学会発表 
吉良成美，重富陽介（2024）要介護認定者
の増加が将来のサプライチェーン温室効果
ガス排出量・労働⼒需要に与える影響分析, 
環境経済・政策学会 2024年⼤会, 吹⽥, 9
⽉. 
  
吉良成美，重富陽介（2024）要介護認定者
のいる世帯の消費に着⽬したサプライチェ
ーン温室効果ガス排出構造の解析, 第 83回
⽇本公衆衛⽣学会総会, 札幌市, 2024年 10
⽉. 
  
Narumi Kira, Yosuke Shigetomi (2024) How 
will the rise in demand for long-term care 
affect the future greenhouse gases and 
workforce in an aging society?, 
EcoBalance2024, Sendai, November. 
  
吉良成美，重富陽介（2025）介護予防の促
進が環境・経済に及ぼす影響の解析， 第 20
回⽇本 LCA学会研究発表会 ，広島，3⽉ 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
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 1. 特許取得 
 なし 
 2. 実⽤新案登録 
 なし 
 3.その他 
 なし



 

  

別紙４  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式 

 
 

令和７年 ５月 １３日 
厚生労働大臣 殿                                       
                            機関名 国立研究開発法人国立環境研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名 木本 昌秀  
 

   次の職員の(令和)６年度厚生労働科学研究費の調査研究における，倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業                                          

２．研究課題名 カーボンニュートラル社会におけるヘルスケアシステムの設計と転換策の提案のため

の研究                                          

３．研究者名  （所属部署・職名）資源循環領域・領域長                                  

    （氏名・フリガナ）南齋規介・ナンサイケイスケ                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他，該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：         ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は，「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は，「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は，その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」，「臨床研究に関する倫理指針」，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」，「人を
対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は，当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 

  

別紙４  
「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 

（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式 
 

 
令和７年 ５月 ２０日 

厚生労働大臣 殿                                       
                            機関名 東北大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 環境科学研究科長 
                                                                                     
                              氏 名   吉岡 敏明        
 

   次の職員の(令和)６年度厚生労働科学研究費の調査研究における，倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。 
１．研究事業名 地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業                                          

２．研究課題名 カーボンニュートラル社会におけるヘルスケアシステムの設計と転換策の提案のための研究                                          

３．研究者名  （所属部署・職名）環境科学研究科・准教授                                 

    （氏名・フリガナ）金本圭一朗・カネモト ケイイチロウ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※
2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他，該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：         ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は，「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は，「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は，その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」，「臨床研究に関する倫理指針」，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」，「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は，当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 
 



 

  

別紙４  
「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 

（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式 
 

 
令和７年 ５月 １４日 

厚生労働大臣 殿 
                                                                                          
                                       
                              機関名 立命館大学 

  
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 仲谷 善雄           
  
 次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。 
１．研究事業名 地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 

２．研究課題名 カーボンニュートラル社会におけるヘルスケアシステムの設計と転換策の提案のための

研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）立命館大学 理工学部・准教授  

    （氏名・フリガナ）重富 陽介・シゲトミ ヨウスケ  

４．倫理審査の状況 

  該当性の有無  
 有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 
審査済み   審査した機関 未審査

（※2） 
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3）  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針  □   ■ □  □ 
その他、該当する倫理指針があれば記入すること 
（指針の名称：                   ）  □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし

一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 
その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 
５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：        ） 
当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：   ） 
当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：      ） 
当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：     ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


